
地域共生社会と「健康生きがい権」の展望について

健康生きがい学会会⾧
健康生きがい開発財団理事⾧

東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員
辻 哲夫

Ⅰ京極前会⾧と私の出会いと健康生きがい権提唱に至る経過
１．出会い
【出会い】１９８１年頃ー京極：社事大教員、辻：滋賀県社会福祉課⾧（滋賀県社会福祉計画（福祉圏構想）策定に従事）
【再会】１９８６年頃 ー京極・厚生省（当時）社会局庶務課専門官、辻・同老人福祉課企画官（介護福祉士等国家資格制

度の導入に従事）

２．京極前会⾧の健康生きがい権提唱に至る経過
【平成元年（１９８９年）福祉８法改革：在宅重視、老人保健福祉計画導入】

老人福祉法第２条の改正（「生きがい」という概念を追加）

【健康生きがい学会の創設（２０１０年）と健康生きがい権の提唱】
京極前会⾧のオリジナルアイディア（健康生きがい権は究極の社会保障との表現も）

京極前会⾧ビデオメッセージ



◎神谷恵美子とマズローに関連して

自己超越欲求
自己超越欲求:自己実現を超え、他者や社会のために貢献する欲求。これはマズローが晩年に提唱したもので、自
己を超えた目的に向かうことを指します（ 「マズローの欲求６段階説」でインターネット検索から引用）。

【図】生きがいの構造



◎糸賀一雄先生の言葉に関して

◎「地域包括ケアシステム」と「健康生きがい」との関係性について（１）

１．「地域包括ケアシステム」は、」国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むこ
とができる地域社会の形成に資すること」を目的としている。
（注１）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項；この法律は、国民の
健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意
工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシス
テムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高
齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安ら
かな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

（注２）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項：地域包括ケアシ
ステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態
となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい
及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。



◎地域包括ケアシステムと健康生きがいとの関係性について（２）

２．介護保険法の目的には、個人の尊厳の保持が掲げられており、それは地域包括ケアシ
ステムの基本的な理念として位置付けられる。
（注） 介護保険法第１条：この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要
介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療
を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連
帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民
の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

•

日常生活圏域
（30分でかけつけられる圏域）

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」
（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年

◎ 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 構 造 に つ い て （ １ ）
個 人 の 尊 厳 の 尊 重 と き め 細 か な 社 会 シ ス テ ム の 形 成
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◎地域包括ケアシステムの構造について（２）
ーその実現はソフト・ハード一体のまちづくり（柏プロジェクトの構図）
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生活支援（見守り・相談・食事等）

在宅介護・看護サービス

「住民による地域社会活動」
•相互の支え合い活動
•就労、ボランティア
•地域見守り・相談
•その他の生活支援
 （買物、配食、ゴミ処理等）
• 各種消費活動

「社会インフラ構築 ①」
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•集会・交流・イベント
•空家対策
•防災（安心・安全都市）

「社会インフラ構築 ②」
•フレイル予防・生活支援ネット
 ワーク形成
•市民サポーター育成
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•民間事業との連携
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◎フレイル予防に関連して（１）
ーフレイル予防推進会議「フレイル予防5か年活動計画の策定について（案）の抜粋

○フレイルは、一義的には加齢の過程で生ずるものであり病気ではなく、生活習慣病のように 治療
薬に頼ることはできず、その予防は、地域住民1人ひとりの早い段階からの自らの取組 （生活の工
夫）次第であることを自覚することに大きくかかっている。一方において、これまで のフレイル予
防のポピュレーションアプローチの展開において、地域住民同士で自らのフレイ ルの度合いを測定
することが入り口となり、フレイルを学び、自分事化し、その大切さに気付 いた高齢者等が中心と
なり、次世代に希望の持てるまちづくりを目指し、住民同士で自発的なフレイル予防活動を推進し
てきている事例が各地で出始めてきている。
○このようなフレイル 予防を通したまちづくりに発展していくという方向性の入り口となる住民同
士で自らのフレイル の度合いを測定する手法の特性に着目し、国が進める高齢者の保健事業と介護
予防の一体 的実施の取組（以下「一体的実施の取組」という。）でのフレイル予防のポピュレー
ションアア プローチの一環として、最新の測定手法（地域住民を対象とする一定のプログラムによ
るフレ イル測定を住民主体の形で簡易に行う「住民主体のフレイル測定」の手法）を積極的に導入
し、これを近年の生活習慣病予防のための健診などと同様に全国にあまねく普及させること が極め
て重要である。



参考文献：葛谷雅文.老年医学に

おけるSarcopenia & Frailtyの

重要性.日老医誌.2009:46:279-

2 8 5 . d o i . o r g / 1 0 . 2 1 6 9 /

naika.106.557を改変

※基本チェックリストや後期高齢者の質問票でも代替できます。

フレイルはプレフレイルの段階から日常生活の工夫で予防ができ、健康寿命の延伸に
つながります。 【フレイル予防推進会議フレイル予防宣言より引用】

健 康 寿 命 の 延 伸

プレフレイル
（フレイル予備群）

フレイル 要介護状態

生
理
的
予
備
機
能

いいえはい体重減少（半年で意図しない２㎏以上の減少）

いいえはい筋力の低下（握力：男性＜28kg, 女性＜18kg）

いいえはいここ２週間わけもない疲労感

いいえはい歩行速度の低下（1秒当たり1メートル未満）

いいえはい身体活動の低下（軽い体操や定期的なスポーツのいずれも週1回もしていない）

０…健常

１～２つ…プレフレイル

３つ以上…フレイル

◎フレイル予防に関連して（２）ーフレイルの概念及びフレイル予防の取組（１）
「フレイル」とは、年をとって心身の活力が低下した要介護の手前の状態をいいます。

健常

出典:東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢（作図）. 日医ニュース 令和元年6月5日号 附録 健康ぷらざNo.519

オーラルフレイル
予防も含む

人とのつながり

◎フレイル予防に関連して（３）
ーフレイルの概念及びフレイル予防の取組（２）

三つの柱と【フレイル・ドミノ】

健康⾧寿に向けて
フレイル予防のための「３つの柱」

作図:東京大学 ・ 飯島勝矢 フレイル予防ハンドブック
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【参考資料】

◎究極の健康生きがいとは
ー与えられるものではない、フレイル予防は、それを気付く一つの入り口

①人としての生き方の基本として、自助（＝自律）ということが大切であり、それがあるからこそ互助が育まれる、自助と互助は一対の概

念である。

②究極の健康生きがいは、与えられるものでなく、高齢者の自助と地域の互助がまず大切である。

」健康生きがい権」という新しい概念を念頭におき、高齢期の積極的な生き方、とりわけ、皆が住み続けたい
と考える地域の在り方を考え、各人の住む地域に関わるべきではないかと考える。この場合、日本の全地域の共
通課題としてのフレイル予防への取組は極めて重要ではないか。



◎フレイル予防推進会議について
ーフレイル予防推進会議のこれまでの経過【参考資料：フレイル予防宣言の3点式】

令和４年１２月１日 「フレイル予防のポピュレーションアプローチに関する声明と提言」

（フレイル予防啓発に関する有識者委員会：葛谷雅文委員⾧）

令和５年９月８日 フレイル予防推進会議準備会（２県６市町村・第１回ー第５回）

ー令和６年７月１２日

令和６年７月２４日 第１回フレイル予防推進会議総会（会議設立）及び第１回実行委員会開催

総会で住民啓発用パンフレット（案）及び住民啓発用パンフレット説明問答集（案）の了承と第２回総会での

正式決定及びその普及活動の方針決定をする旨合意。実行委員会で、ポピュレーションアプローチの推進に関す

る担当者向け基本問答集（案）を公表（これらの三つの文書をここでは「三点式の文書」という。） 。

令和６年８月２７日 上記パンフレットと説明問答集のアドバイザリー委員会への諮問と答申、実行委員会、産業部会

ー令和6年11月22日 等の開催

令和６年１１月２２日 第２回総会開催

上記「三点式の文書の決定版」）を主たる内容とする「フレイル予防宣言」決定公表

（「三点式の文書の決定版」は【参考資料】参照）

併せて、各構成員本人の決意発言とシンポジウムを実施

令和7年2月21日 フレイル予防宣言に基づく活動を、行政部会（各作業委員会）、産業部会を中心に実施

ー現在

令和7年１１月２０日  第3回総会開催

フレイル予防宣言に基づく活動報告とシンポジウムを実施し、「フレイル予防5か年活動計画」に向けての活動方針を確認

【参考資料】フレイル予防宣言における三点式の文書

１ 住民啓発用パンフレット
２ 住民啓発用パンフレット説明問答集

以上２文書は、フレイル予防推進会規約によりアドバイザリー委員会の諮問答申を経て

フレイル予防推進会議総会においてフレイル予防宣言の内容として決定と公表。
（現物又はインターネット掲載）

３ ポピュレーションアプローチの推進に関する担当者向け基本問答集
フレイル予防推進会議規約により実行委員会の決定をもってフレイル予防推進会議の

活動方針となり、フレイル予防宣言の内容として、パンフレットや説明問答集と同様に
自治体や産業関係の担当者の業務の参考となる。

（現物又はインターネット掲載）



フレイルを学び、自分事化し、その大切さに気付 いた高齢者等が中心となり、次世代に希望の持てる
まちづくりを目指す

Ⅲ「健康生きがい権」の展望

① 私たち市民が高齢期の「健康生きがい権とは何かということを地域の場において自分事として考え、多面的
に考究すること」を通して、

② 「現在の私たち自身の課題と地域社会にある課題を皆で共有すること」が、
③ 「今後の私たち高齢者のありたい生き方とあるべき社会システム」を実現することに繋がるのではないか。 18



Ⅳ おわりにー地域福祉から地域共生社会へ

１．地域福祉から地域共生社会へ
（１）地域共生社会の概念の登場
地域共生社会とは、「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が
参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく
社会を指している」。そのキイワードは『ひとり一人の暮らし』『誰もが役割を持てる地域共生社会』（厚生労働省地域共生社会
のポータルサイトより ）。
（２）従来の「地域福祉（地域社会全体で住民の福祉を支える仕組み）」からの概念の深化（注）の鍵
「個人の尊厳の尊重という理念が基本であるということが社会的に承認されてきたということが鍵である、すなわち、それは、尊
厳は誰もが等しく持っていることを地域住民更には地域の多様な主体が認め合う」ということでもある。

（注）現行社会福祉法第4条 「地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地
域社会の実現を目指して行われなければならない。」

２．地域共生社会への展望（問題提起）
（１）「個人の尊厳」について、戦後８０年を経て私たちはどこまで体得し、どこまでその実現をしてきたのか。それを、どのよ
うに検証し、実現されるべきか。
（２）それは、我々ひとり1人が、地域住民として「健康生きがい権」というものが、どのように実現されていくのかを常に問い
直し続けることにより明らかになるのではないか。
（３）このため、「健康生きがい権」という概念を明確に打ち出して活動し始めている「健康生きがい学会」と「健康生きがいづ
くりアドバイザー（協議会）」は、率先して、活動することが期待されている。


